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食品衛生月間の実施について 

このことについて、厚生労働事務次官から別添のとおり通知があり、本県において

も食品衛生思想の普及啓発を推進するため、別添実施要領により各種事業を実施する

こととしました。 

つきましては、貴職におかれましても本月間の趣旨を御理解のうえ、学校給食等に

おける食中毒を防止するため、関係機関等に対する食品衛生思想の普及啓発に御協力

いただきますようお願いします。 

なお、おって食中毒予防リーフレットを送付しますので活用願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：県民くらしの安全課食の安全安心担当（伊藤）内線5270 


